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温対法 告示の記載 本制度の状況

現状の温対法の告示の記載では、「移転」に紐づくプロセスが存在。一方で、本制度

では明確に「移転」と定義した記載が無く（配分と記載）、配分の定義を明確化する

第二 調整後温室効果ガス排出量の調整方法

１ 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調

整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効

果ガス排出量から第一号及び第二号に掲げる量の一部

若しくは全部を控除し、並びに第三号に掲げる量を加算

して得た量とする。た だし、その量が零を下回る場

合には零とする。

三 特定排出者が創出した国内認証排出削減量のう

ち、四月一日から翌年三月三十一日までにおいて移

転をした量

「 調整後温室効果ガス排出量をする方法（平成二十九年

三月三十一日経済産業省 ・環境省告示第四号）」

本制度側の「移転」に関する定義の追加

 本制度における「配分」について、保有予定者の口座へ登録される点をもって、告示が規定する「移転」と定義する

方針

 本制度においては、大半のケースで、温室効果ガス換
算前のグリーン証書の段階で、グリーンエネルギー事業

者から保有予定者（活用者）への権利の移転が完了済

み

 グリーンエネルギーCO2削減相当量認証後直ちに、配
分計画に沿って保有予定者（活用者）の口座へ登録

（「配分」）するため、「移転」プロセスは存在しない

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度
における状況

告示記載の「移転」プロセスが、本制度上は存在しないため、

温対法上の「加算」が機能していない可能性がある
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改定前 改定後

運営規則へ、「配分」の定義に「移転」に関する規定を追加する

第 1章総則
2．用語の定義
(9)認証

本規則において、「認証」とは、グリーンエネルギー

CO2削減相当量認証委員会が検証機関の検証結果を
基に、グリーンエネルギーCO2削減相当量が、本規則及
び方法論に従って適切に計算された量であると確認する

ことをいう。

(10)追加要件
本規則において、「追加要件」とは、検証機関が検証を

行うに当たって必要な細則を定めたものをいう。

第 1 章総則
2．用語の定義
(9)認証

本規則において、「認証」とは、グリーンエネルギー

CO2削減相当量認証委員会が検証機関の検証結果を
基に、グリーンエネルギーCO2削減相当量が、本規則及
び方法論に従って適切に計算された量であると確認する

ことをいう。

(10)配分
本規則において、「配分」とは、グリーンエネルギー

CO2削減計画に基づく事業より生じるグリーンエネル
ギーCO2削減相当量の配分予定先を示す文書（グリー
ンエネルギーCO2削減相当量配分計画）に沿って、保有
予定者の口座にグリーンエネルギーCO2削減相当量を
発行することをいう。なお、「配分」をもって、「 調整後温

室効果ガス排出量をする方法（平成二十九年三月三

十一日経済産業省 ・環境省告示第四号）」に定める「移

転」が行われたとみなすものとする。

(11)追加要件
本規則において、「追加要件」とは、検証機関が検証を

行うに当たって必要な細則を定めたものをいう。


